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2023.08 

ＦＭの国際標準規格 ＩＳＯ 41001が 2018年 4月に発行されました。 

続いて、ＦＭの日本国家規格ＪＩＳ Ｑ 41001は 2021 年 8月に発行されました。 

●「組織のＦＭ実践力を保証する」ＦＭのＪＩＳ規格「ＪＩＳ Ｑ 41001」を取得しましょう。 

●「個人のＦＭ能力を証明する」認定ファシリティマネジャー資格を取得しましょう。 

この両輪で変⾰の時代が求める新しいＦＭ推進力を発揮していきましょう。 

参考図書： 「国家規格 ＪＩＳ Q 41001 ファシリティマネジメント 入門ガイド」 

ご案内 

 

 
1. 認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格制度の概要   …………………… 1 

2. 認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ) 資格の新規登録案内   ……………  2 

3. 新規登録の要件  ……………………………………………………………………  3 

ファシリティマネジメントの１２業務 ……………………………………   4 

4. 「CFMJ」資格の登録申請可能な期間  ………………………………………  5 

5. 更新講習課程修了による更新登録  …………………………………………  5 

6. 登録手数料  …………………………………………………………………………  6 

7. 資格登録証等の交付  ………………………………………………………………  6 

8. 登録の抹消  …………………………………………………………………………  6 

9. 個人情報の取り扱いについて  …………………………………………………    6 

10. その他  ……………………………………………………………………………    7 

11. 更新講習課程４方式の案内  ……………………………………………………   7 

12. 「ＣＦＭＪ」資格制度の新規登録事務局  ………………………………………  7 



1 
 

  ◆ファシリティマネジメント（以下、ＦＭという）は、ＦＭ推進連絡協議会編「公式ガイド ファシ 

リティマネジメント」では、「企業、団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に、企 

画、管理、活用する経営活動」と定義しています。 

  

◆「認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格制度」は、 

(1)①公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（以下、ＪＦＭＡという）、 

②一般社団法人 ニューオフィス推進協会（以下、ＮＯＰＡという）、 

③公益社団法人 ロングライフビル推進協会（以下、ＢＥＬＣＡという） 

の三団体の「ＦＭ資格制度協議会」により、ＦＭの普及を図り、認定ファシリティマネジャーの 

育成を推進することを目的に、平成 9(1997)年に創設されました。 

 

(2)「ＦＭ資格制度協議会」は、毎年、ファシリティマネジャーとしての基本的素養を確認するため、  

ＦＭ関連の概論、知識、業務の「学科試験」及びＦＭ業務の問題解決能力を問う「論述試験」の 

①「資格試験」を行い、試験に合格して、 

②「新規登録」を申請された方で、登録要件を満たしている方に、「認定ファシリティマネジャー

(英文表記：Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ    Ｆａｃｉｌｉｔｙ      Ｍ  ａｎａｇｅｒ   ｏｆ  Ｊａ ｐａ ｎ   )以下、ＣＦＭＪという」の称号を 

付与します。 

また、ＦＭ資格制度協議会（ＪＦＭＡ、ＮＯＰＡ、ＢＥＬＣＡ）の三会長連名の認定ファシリティマネ 

ジャー(ＣＦＭＪ)資格登録証を作成し、授与します。 

是非、認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格を取得されて、組織の施設とその環境を総合 

的に企画・管理・活用する経営活動を推進していきましょう。 

 

◆資格登録には新規登録と更新登録の２種類があります。 

(1) 新規登録（新規登録申請可能な期間[合格年+５年間]は随時新規登録申請の受付をします。） 

上記➁のように資格試験に合格して、新規登録申請をされた方で、登録要件を満たしている方

を、「認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)」資格登録者として認定するものです。 

 

(2)更新講習による更新登録[新規登録後最長５年目の更新講習を受講します。] 

認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格制度では、資格の有効期間を５年と定めています。 

新規登録者は、有効期間の最終年度(最長５年目)に、更新講習(４方式から選択)を受講し、登録要 

件の審査を受けることによって、「ＣＦＭＪ」資格の更新登録をすることができます。 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. 認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格制度の概要 
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 ２．認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ) 資格の新規登録案内 

認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ) 資格の新規登録日程 

  ※JFMA ホームページ「新規登録申請」：https://www.jfma.or.jp/qualification/page7.php 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注１ ) 実務経験証明書は、後述の 3．の(1) の学歴と 3．の(2) に示す「ファシリティマネジメントの１2 

の業務」の区分に従って、該当する業務とそれに従事した期間を明示し、指定された方の証明  

を受けて下さい。 

① 証明者は、原則として現在の職場の上司（管理職以上）または人事担当責任者とします。 

② 登録申請者が退職等で組織に属していない方や個人経営者などの場合の証明者は、元の職 

  場の人事担当、同業者または取引相手等の第三者とします。 

https://www.jfma.or.jp/qualification/page7.php
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③ 登録申請者が転職等で職場が変わっている場合は、現在の職場の上司（管理職以上）また 

は人事担当責任者が、以前の職場を含めて証明して下さい。 

④  実務経験証明書の所定欄に証明者名、捺印が必要となります。 

 

３．新規登録の要件 

（１）試験に合格した方で、次表の「イ欄」に掲げる学校のいずれかを卒業し、かつ、これに対応した 

「ロ欄」の年数以上の実務経験を有する方に限り、「認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)」資格 

の新規登録申請をすることができます。 

ただし、次のいずれかに該当する方は、「ＣＦＭＪ資格」の新規登録申請をすることができません。 

①未成年者 
②禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくな 
 った日から５年を経過していない者 
③破産者で復権を得ない者 
④ファシリティマネジャーの業務に関し、不誠実な行為をしたことにより、登録を抹消され、

その抹消日から５年を経過していない者 
⑤暴力団員等の反社会的勢力である者、又は反社会的勢力であった者で５年を経過しない者 

 

 

                                 

 

 

 

 

例) ２０２３年の試験合格者の場合 

≪新規登録申請の可能な期間［合格年＋５年間］合格証発行日～２０２９年３月３１日まで≫ 

(合格年度により、資格申請可能な期間の最終年度が変わります。) 

 

（１）新規登録申請は、試験に合格されてから５年間は、随時受け付けます。 

（２）新規登録申請が遅くなるほど、「ＣＦＭＪ」資格取得後の有効期間が短くなります。 

例) 2023 年の試験合格者の「ＣＦＭＪ」資格登録可能な期間は、新規登録した日に関係なく、

2029 年 3 月 31 日までです。(合格年度により、資格申請可能な期間の最終年度が変わり

ます。) 

区分  
条件

 イ欄 学歴等 ロ欄 実務経験 

一 4年制大学またはこれに準ずるもの 卒業後 2年以上 

二 3年制短期大学 卒業後 3年以上 

三 2年制短期大学、高等専門学校またはこれに準ずるもの 卒業後 4年以上 

四 高等学校またはこれに準ずるもの 卒業後 5年以上 

五 ＦＭに関する学歴なし 7年以上 

「イ欄」の学校種別は、日本国内の大学等となります。海外の教育機関や特例等のある場合は、 

申請時に事務局新規登録担当にご相談ください。 
（２）実務経験とは次表に掲げる「ファシリティマネジメントの 12 業務」の全部または一部を経験 

してきたことをいい、その経験の証明を必要とします。 

(令和 5 年 9 月 1 日現在) 

４．「CFMJ」資格の登録申請可能な期間（下図左側参照）  
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ファシリティマネジメントの１２業務 

 

 1  統括マネジメント 

ファシリティ全体を把握し、その総合的な最適化を図るために統括的に経営活動（マネジ 

メント）を行う業務。具体的な業務としては、権限と責任をもつＦＭ組織体制を構築するこ 

と、そのＦＭ組織を運営することが主体となる。 

2  ＦＭ戦略 (ＦＭ戦略・計画（Plan)） 

経営戦略方針、あるいはＦＭ業務評価からの改善方針を受けてＦＭの目標を策定し、その目 

標を実現するためのＦＭ施策を立案する業務。 

3  中長期実行計画 (ＦＭ戦略・計画（Plan)） 

ＦＭ戦略に基づき、立案したＦＭ施策に対し、中長期の期間を設定し、ファシリティの供

給に関わる「供給計画」、品質評価に基づく「品質計画」、そしてこれら両方に関わる「財

務計画」を経営者の承認を得て策定する業務。 

4  ワークプレイスづくり (プロジェクト管理（Do）） 

人が創造力を発揮して働ける室内環境（執務環境や居住環境）と機能の整備および情報化へ 

の対応装備を計画し、実施する業務。 

5  不動産賃貸借 (プロジェクト管理（Do）） 

施設（土地・建物）の賃貸借や返却を計画・実施し、適切なスペースの供給を行う業務。 

 6  不動産取得 (プロジェクト管理（Do）） 

土地・建物の取得、権利保全、売(廃)却および資産流動化を適切に計画し、実施する業務。 

7  建物建設 (プロジェクト管理（Do）） 

新築、増築など建物の建設を計画し、実施する業務。(建物の解体・処分も含む。)  

8  大規模改修 (プロジェクト管理（Do）） 

建物の性能向上や長寿命化を図るため、建物、設備、内装などの大規模な修繕、改修、模様 

替えなどを計画し、実施する業務。 

  9  運用・サービス (運営維持（Do)) 

     ファシリティを安全、快適、効率的に活用できる状態に保ち、ユーザーに対しては、心地 

よいオフィス環境と利便のよいサービスを提供し、ユーザーの満足度を上げることで、生 

産性の向上に結びつける業務。 

10  維持保全 (運営維持（Do)) 

     いわゆるメンテナンスのことをいい、施設のハード面について、性能・機能の確保と、ニー 

ズの変化に対して必要な対応を担う業務。 

11  評価（Check） 

     品質・財務・供給の 3視点による評価技術を用いて、現状をできるだけ定量的に把握し、 

評価することによって、現状の到達点と課題を明らかにする業務。 

12  改善（Act） 

    「評価」の業務により明らかになった、FMの目標の到達点や未達成の課題、新しい課題を踏ま 

えて、新たなＦＭの目標を設定するための改善方針を検討し立案する業務。 
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【「ＣＦＭＪ」資格の新規登録(下図左側)と更新登録(下図右側)の連続した流れ】 

 

 

 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

（３）合格されても登録資格を満たさない方は、登録資格を満たしてから新規登録ができます。 
（４）合格されて５年目（新規登録申請可能な期間が残り１年未満）に新規登録の要件を満たした場合 

は、新規登録であっても更新講習
※
課程を修了する必要があります。資格取得後の有効期間は 

５年間延長されます。 
（５）合格後６年目を経過された場合でも資格試験に合格された記録は残っています。再受験すること 

なく、更新講習
※
課程を修了することにより新規登録申請することができます。 

 
※ 「更新講習を伴う新規登録」については、ＪＦＭＡのホームページを参照してください。 

https:// www.jfma.or.jp/  

（メニュー＞ 認定ファシリティマネジャー資格＞ 「更新講習を伴う新規登録」参照） 

 

５．更新講習課程修了による更新登録［上図右側参照］ 

認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格制度では、資格登録者は、資格有効期間の最終年度

(５年目)に、更新講習課程を修了し、登録要件の審査を受けることによって、認定ファシリティ

マネジャー(ＣＦＭＪ)資格の更新登録
※
をすることができます。 

例) 2023 年の試験合格者が、継続して認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格更新登録を 

  希望する場合は、2028 年度(合格後５年目）に行われる更新講習課程を修了し、登録 

要件の審査を受けることによって、「ＣＦＭＪ」資格の更新登録をすることができます。 

※ 更新講習による更新登録については、ＪＦＭＡのホームページ https://www.jfma.or.jp/  

（メニュー＞ 認定ファシリティマネジャー資格＞ 更新登録申請）を参照してください。 
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新規登録 (学歴と 
FM 実務経験年数) 更新登録 更新登録 

2023.9.2～                    ～2029.3.31                   ～2034.3.31 
合格年   １年  ２年   ３年  ４年    ５年目     １年  ２年   ３年   ４年   ５年目   １年 

「CFMJ」資格の新規登録申請可能な期間 

（合格年＋５年間) 

「CFMJ」資格 

有効期間（５年間) 

登録 

登録 

登録 

登録 

CFMJ 資格取得後の有効期間 

CFMJ  〃 

CFMJ 〃 

更
新
講
習
（
４
方
式
）+

審
査 

CFMJ 資格登録 
有効期間（５年間) 
 

合格年に 

登録申請 

1 年目に 

登録申請 

３年目に 

登録申請 

５年目に 

登録申請 

合格して５年目（申請可能期間残り 1 年未

満）に、更新講習課程を修了 

⇒更新登録(資格有効期間 ５年間) 

 

更新 

登録 

 

更
新
講
習
（
４
方
式
）+

審
査 

CFMJ 

５年目（有効期限が残り１年未満） 

に、更新講習課程を修了 

⇒更新登録(資格有効期間 ５年間)(継続) 

新規登録（合格年＋５年間）の案内 更新登録（５年毎）の案内 

https://www.jfma.or.jp/
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６．登録手数料 

（１）登録手数料は、１１,０００円です。（「認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格登録証

（カード型）」作成費、消費税込。） 
（２）支払い方法は、「クレジットカード払い」(払込手数料はＪＦＭＡ負担)または「銀行振込」 

(振込手数料は本人負担) を選択できます。 

 

７．資格登録証等の交付 

新規登録申請者で、登録要件を満たしている方には、「認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)」の 

称号が付与されるとともに、ＦＭ資格制度協議会（ＪＦＭＡ、ＮＯＰＡ、ＢＥＬＣＡ）三会長連名の 
「認定ファシリティマネジャー(ＣＦＭＪ)資格登録証（カード型）」が授与されます。 

 

８．登録の抹消 

（１） 次のいずれかに該当するときは登録を抹消します。 

①禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった

日から５年を経過していない者 
②破産者で復権を得ない者 
③ファシリティマネジャーの業務に関し、不誠実な行為をしたことにより、登録を抹消され、

その抹消日から５年を経過していない者 

     ④暴力団員等の反社会的勢力である者、又は反社会的勢力であった者で５年を経過しない者 

⑤登録の有効期間が満了したとき（更新の登録を受けた場合は除く） 

⑥登録者が死亡し、または失踪宣言を受けた場合 

⑦虚偽または不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき 

（２）次のいずれかに該当することになったときは登録を抹消することがあります。 

登録者が登録簿の記載事項に変更を生じた場合において、正当な理由がなく 30日以内に届出を

行わなかったとき 
 

９．個人情報の取り扱いについて 

「ＣＦＭＪ」資格試験の新規登録申請書(実務経歴証明書・卒業証明書等含む)で知り得た個人情報は 
当協会の個人情報保護方針にもとづき、適正かつ安全に管理します。なお、詳細については、 

ＪＦＭＡのホームページ最下段の「個人情報について」をご覧ください。 

（ https://www.jfma.or.jp/regulation/personal.html ） 
 

 

「ＣＦＭＪ」 資格制度の試験および新規登録の実施にあたり、変更事項が生じた場合は、ＪＦＭＡのホー

ムページ https://www.jfma.or.jp/（メニュー＞ 認定ファシリティマネジャー資格＞）に掲載しま

すので確認してください。 

 

 

１０．その他 

https://www.jfma.or.jp/regulation/personal.html
https://www.jfma.or.jp/
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１１．更新講習課程４方式の案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．「ＣＦＭＪ」資格制度の新規登録事務局 

 

 

 

 

ＣＦＭＪ資格更新登録希望者は、４つの更新講習課程のうち１つを選んで受講することができます。 

すべてのＣＦＭＪ資格者が受講できるよう、次のＡ〜Ｄの４つの方式により行なわれます。 

いずれも更新講習テキストを自習しながら受講してください。 
 

◆Ａ方式 （ＪＦＭＡ個人会員方式） 

＜受講資格＞  ①ＣＦＭＪ資格者(継続の方) 

②ＪＦＭＡの個人会員（2年以上年会費を納入されている方） 

③機関誌等(ＪＦＭＡジャーナル)でＦＭの最新情報を修得している方 

◆Ｂ方式 （ＦＭ活動ポイント方式） 

＜受講資格＞  ①ＣＦＭＪ資格者(継続の方) 

②ＦＭ活動の合計 20 ポイント以上を取得している方。〔4分野のうち 2分野以上、 

「1.実務経験  2.継続教育  3.ＦＭ団体活動 4.ＦＭ普及啓発への貢献」〕 

③セミナー受講記録・資料等の提出が必要です。 

◆Ｃ方式 （在宅講座方式）  

＜受講資格＞  ①ＣＦＭＪ資格者(すべての方を対象) 

②再登録の方(有効期間(５年間)切れで失効されている方) 

③新規登録の方(試験合格後 5年以上経過されている方)  

④Ｗｅb上に掲載の修了考査問題（20問）を、更新講習テキストを読みながら解 

答します。 

◆Ｄ方式 （Ｗｅb講座方式）※Ｗｅb講座はＰＣ、ネット環境があれば、どこでも受講できます。 

＜受講資格＞  ①ＣＦＭＪ資格者(すべての方を対象) 

②再登録の方(有効期間(５年間)切れで失効されている方) 

③新規登録の方(試験合格後 5年以上経過されている方) 

④Ｗｅb講座の約 230 分の講義動画を更新講習テキストにメモを取りながら、す 

べて視聴し、講義内容を確認するアンケートに回答する(必修) 
 

＜受講申込方法＞ 各方式の詳細内容、開催日、費用等は、ＪＦＭＡホームページをご覧下さい。 

 https://www.jfma.or.jp/（メニュー＞認定ファシリティマネジャー資格） 

⇒「更新登録申請」) 

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（ＪＦＭＡ） 

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-13-6 浜町ビル 6階 

TEL：03-6912-1177    FAX：03-6912-1178   E-mail ：touroku@jfma.or.jp 

ホームページ ： https://www.jfma.or.jp/  

(メニュー＞ 認定ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞｬｰ資格＞「新規登録申請」「更新講習を伴う新規登録」「更新登録申請」） 

【業務時間 ： 月曜日～金曜日 ９時３０分～１７時００分】（祝日・夏期・年末年始休暇を除く） 

https://www.jfma.or.jp/
mailto:touroku@jfma.or.jp
https://www.jfma.or.jp/

